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の し ろ 市 議 会 だ よ り 一 般 質 問 

そ
の
他
の
質
問
事
項 

○
物
価
高
騰
対
策 

○
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ 

○
国
際
教
養
大
学
と
の
地
域
連
携 

「
し
ご
と
コ
ン
ビ
ニ
」 

の
導
入 

 

質
　
人
手
不
足
対
策
、
雇
用
創
出
の
施
策
と
し
て
官
民
連
携

で
行
う
業
務
委
託
型
短
時
間
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
事
業
「
し

ご
と
コ
ン
ビ
ニ
」
を
導
入
す
る
考
え
は
。 

  

答
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
て
い
る
業
務
や
、
企

業
が
内
職
と
し
て
依
頼
す
る
業
務
と
重
な
る
部
分
が
あ
り
、

こ
れ
ら
と
の
調
整
、
整
理
を
進
め
る
こ
と
や
、
仕
事
を
依
頼

す
る
企
業
と
探
す
方
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
実
施
す
る
団
体
等

の
整
備
が
必
須
で
あ
る
。
ま
ず
は
市
内
企
業
が
業
務
を
分
解

し
、
短
時
間
か
つ
単
純
な
仕
事
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る

か
、
そ
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
研
究
し
て
い
く
。 

  

学
校
給
食
費
へ
の
物
価
高
騰
相
当
分
の
補
助 

 
質
　
食
料
品
等
の
値
上
が
り
が
家
計
だ
け
で
な
く
学
校
給
食

に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
が
、
学
校
給
食
費
へ
の

物
価
高
騰
相
当
分
を
補
助
す
る
考
え
は
。 

  

答
　
食
材
費
の
値
上
げ
は
今
後
も
続
く
も
の
と
推
測
さ
れ
、

現
状
の
給
食
費
で
は
、
安
定
的
な
給
食
を
提
供
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
現
時
点
で
は
、
物
価
高

騰
の
ピ
ー
ク
が
見
通
せ
な
い
こ
と
や
、
す
ぐ
に
賃
金
の
上
昇

が
見
込
め
な
い
中
で
、
保
護
者
に
新
た
な
負
担
を
求
め
る
こ

と
は
難
し
い
と
考
え
て
お
り
、
学
校
給
食
費
へ
の
影
響
相
当

分
を
補
助
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。 希

望 

鍋

谷

　

暁

 

そ
の
他
の
質
問
事
項 

○
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
場
、
設
備
整
備
見
通
し 

○
本
市
有
効
求
人
倍
率
の
高
止
ま
り
に
関
す
る
認
識 

○
市
及
び
市
長
の
旧
統
一
教
会
と
の
接
点
の
有
無 

コ
ロ
ナ
対
策
の
拡
充 

 

質
　
行
動
制
限
や
全
数
把
握
の
撤
廃
等
、
政
府
の
コ
ロ
ナ
対

策
は
新
局
面
に
入
っ
た
が
市
内
の
事
業
者
は
引
き
続
き
苦
境

に
あ
る
。
新
規
に
対
策
を
打
つ
場
合
は
、
市
税
滞
納
者
も
対

象
と
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
方
針
変
更
の
余
地
は
な
い
か
。 

 

答
　
事
業
者
向
け
の
コ
ロ
ナ
対
策
支
援
で
は
、
従
来
の
市
の

補
助
制
度
よ
り
市
税
の
滞
納
に
関
す
る
要
件
を
緩
和
し
、
申

請
年
度
課
税
分
の
み
の
方
は
、
支
援
の
対
象
と
し
て
い
る
。

新
た
に
支
援
を
検
討
す
る
際
に
お
い
て
も
、
滞
納
要
件
に
関

し
て
は
公
平
性
を
損
な
い
、
納
税
意
識
を
阻
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
な
る
要
件
緩
和
は
考
え
て
い
な
い
。 

   

柳
町
商
店
街
の
ア
ー
ケ
ー
ド
の
危
険
性
除
去 

 

質
　
ア
ー
ケ
ー
ド
は
老
朽
化
が
進
み
、
1
月
に
は
人
命
に
直

結
し
か
ね
な
い
重
大
事
故
が
発
生
、
冬
に
向
け
緊
急
の
対
策

が
必
要
だ
。
ア
ー
ケ
ー
ド
下
の
歩
道
は
市
道
だ
が
そ
の
安
全

を
確
保
す
る
一
義
的
責
任
は
市
に
あ
る
。
市
の
認
識
は
。 

 

答
　
柳
町
の
ア
ー
ケ
ー
ド
は
、
能
代
市
柳
町
商
店
街
振
興
組

合
が
所
有
す
る
占
用
物
件
で
、
道
路
法
施
行
規
則
で
定
め
る

基
準
に
よ
り
、
道
路
占
用
者
が
適
切
な
維
持
管
理
を
行
う
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
ー
ケ
ー
ド
に
係
る

市
道
の
安
全
確
保
へ
の
一
義
的
な
責
任
は
同
振
興
組
合
が
負

う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
市
で
は
、
市
道
の
安
全
確
保
を
目
的

に
、
毎
年
降
雪
前
に
文
書
に
よ
り
指
導
を
行
っ
て
い
る
。 

大
雨
へ
の
対
応 

 

質
　
8
月
初
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
の
大
雨
で
、
市
で
は
災

害
対
策
本
部
を
設
置
し
て
様
々
な
対
応
を
取
っ
た
と
聞
く
が
、

今
回
の
大
雨
で
の
地
域
住
民
の
避
難
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
。 

 

答
　
8
月
3
日
は
能
代
地
域
に
4
か
所
、
二
ツ
井
地
域
に
4

か
所
の
避
難
所
を
開
設
し
た
が
、
避
難
者
は
い
な
か
っ
た
。

9
日
か
ら
13
日
は
、
能
代
3
か
所
、
二
ツ
井
8
か
所
を
開
設
、

計
24
世
帯
49
人
が
避
難
し
、
15
日
は
能
代
3
か
所
、
二
ツ
井

1
か
所
を
開
設
し
た
が
避
難
者
は
い
な
か
っ
た
。
職
員
が
24

時
間
常
駐
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
を
講

じ
な
が
ら
避
難
所
運
営
を
行
っ
た
。 

    

 

市
役
所
職
員
の
地
域
へ
の
関
わ
り
方 

 

質
　
お
米
や
ネ
ギ
な
ど
の
農
家
は
慢
性
的
な
人
手
不
足
に
悩

ま
さ
れ
て
お
り
、
労
働
力
の
確
保
に
苦
労
し
て
い
る
と
聞
い

て
い
る
。
地
域
産
業
の
人
手
不
足
解
消
の
た
め
、
市
職
員
の

副
業
を
解
禁
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

 

答
　
市
職
員
が
地
域
産
業
の
労
働
力
と
し
て
副
業
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
公
益
性
が
認
め
ら
れ
る
か
、
法
の
精
神
に

反
し
な
い
か
、
市
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
か
な
ど
慎
重
に
判

断
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
国
の
自
治
体
で

は
、
特
産
の
農
作
物
の
収
穫
期
等
に
自
治
体
職
員
が
副
業
で

従
事
す
る
事
例
が
増
え
て
き
て
お
り
、
地
域
産
業
の
人
手
不

足
を
解
消
す
る
手
法
の
一
つ
と
し
て
研
究
し
て
い
き
た
い
。 

平
政
・
公
明
党 
阿

部

　

誠

 
そ
の
他
の
質
問
事
項 

○
被
災
し
た
農
家
へ
の
支
援
は 

○
消
防
団
員
の
処
遇
改
善 

小

野

　

立

 

市

民

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク 

（
市
民
の
声
、大
河
の
会
、能
代
民
政
会
） 


